
障害程度区分  
（参考資料）  
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障害者支援実態調査について（案）  

1調査対象となった施設入所又は在宅等の障害者等に対して、障害者状態調査及び支  
援量調査を実施する。  

＼＼－ 一ノ  

2「状態調査」と「支援量調査」の2つの調査結果を付き 合わせる。  

→ 障害者の状態と、支援の内容及び時間との関係について、相関を分析する。  

3 障害者の状態から、  できるようにする。  

＝ 
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しのイメ榊ジ  
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地域生活支援事業実施要綱より抜粋  

重冥菩害引こ′、る 目目、、□l支援雇硝  

ア 目的   

訪問系サービス利用者全体に占める重度障害者の割合が著しく高く訪問系サービスの支給額が国庫負  

担基準を超えた市町村のうち、利用者全体に占める重度偉害者の割合が著しく高い市町村に対し、都道床  
を行うことにより、重度の障害者の地域生活を支援することを目的とする。  

イ′事業内容  

（ア）以下のいずれにも該当する市町村に係る訪問系サービスの支給額のうち、訪問系サ血ビスの国庫  
負担基準を超過した額について助成する。  
a 訪問系サービスの全体の利用者数に占める畢度 訪問介護対象者の割合が25％を超えるなど著し  

剋場合  
b 訪問系サービスの支給鐘が国庫負担基準療を超過している場合  

（イ）助成する額の範囲についてaに掲げる人数にbの額を乗じた金額の一定割合とする。   

a 該当する市町村の重度訪問介護の利用者数から、訪問系サービスの全体の利用者数に全国の重  
度訪問介護対象者の割合（10％程度）を乗じて得た数を控除した数  

b 重度訪問介護の障害程度区分4、5、6の国庫負担基準額の平均間差程度  

.166 
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※平成16年10月実績は、移動支援分を除いている。  

※平成20年6月実績は、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援の合算額0  
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地域生活支援事業   

（参考資料）  
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［垂頭重］  
自立支援給付と地域生活支援事業の  

身立夏頗給付   
主な特徴  

《介護給付》  
○国による一律の基準  

。国により一定の標準的なサービス水準を設定  

○障害程度区分  
・介護を提供するサ紳ビスは市町村がサービスの種類や量を決定   

する判断材料  

・介護を提供するサービスは障害程度区分が一定以上のものを対象  

○利用者負担  

・利用者負担は原則として定率負担（1割負担）   

※所得に応じたきめ細かな軽減措置あり  

○国の義務的経費と位置づけ  

由居宅介護  

q重度訪問介護  

q行動援護  

疇療養介護   等  

《訓練等給付》  

・自立訓練（機能・生活訓練）  

■就労移行支援  

・就労継続支援 等  

鵬  

主な特徴  

○自治体による個別の基準  

・自治体によりこ個別の障害者の状況、地域の実情に応じて   
サービス水準を設定  

○障害程度区分  
・障害程度区分は判断材料としない  

○利用者負担  
・利用者負担を求めるか否かを含めて金額は自治体の裁量  

○国の裁量的経費と位置づけ  

・相談支援  

打移動支援  

・コミュニケーション支援  

q日常生活用具 等  

大   



参考資料2：   ○地域生活支援事業の概要（市町村事業）   

■必須事業  

l  
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I  

l  

l  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

t  

障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供等及び助言   
等を行う。  

之コミュニケーション支援睾貰   

手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、点訳、音声訳等による支援事業な   
ど意思疎通を図ることに支障がある障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する。  

且β常生屠願藤村夢＃   

日常生活上の便宜を図るため、重度障害者等に自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与する。   

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する。  

阜鵬女ンタ一   

障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する。  

＋その他の事業  

－ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ － ■ ■■■ ■ ■■■ 一 ■ ■ ■■ ■ ■■l■■ ■■ ■ ■ ● － ■ ■■ － ■－ ■ ■ ■■ ■ － － ■■ ■ ■■■ ■ ■ ■ － ■ ■ ■ － ■ ■■ ●■■ 1－ ■ ■■ t■■ ■ ■ ■■ － ■■■ ■ ■■ ●－ － ■ ■－ ■l ■■ － ■ ■ ■ ■  
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地域生活支援事業の推移（事業費ベース）  

（単位：百万円）  

（注）各自治体の報告に基づき、自立支援振興室で集計したもの。   

18年度は10月施行のため、平年度化額は19年度と比較するため、単純に2倍とした額である。   

※の事業は、18年度限り又は19年度限りの事業。  21   



（人）障害者自立支援法施行後の移動支援事業の実利用音数の推移（全国）  参考資料4  
80，000  
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65，000  
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※厚生労働省障害保健福祉部企画課自立支援振興室調べ   
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i二二」」垂唾 －＿車車重…＿  

7 移勃支疲夢署  

H17．10   

実施市町村数   1，471／1，843   

実施市町村割合   7鼻∴さ之勉 

gコミュニケ一朗許蘇芳  
（1）手話通訳派遣  

H17．10   

実施市町村数   502／1，843   

実施市町村割合   2丁▲⊆24宛   

凸
∨
∧
∨
∧
リ
 
 

（2）手話通訳設置  

H17．10   

実施市町村数   338／1．843   

実施市町村割合   1、i．3▲％   

3）要約筆記派遣  

H17．10   

実施市町村数   180／1，843   

実施市町村割合   9．TT％   

※ コミュニケーション支援事業全体の実施市町村数  

∂ 占鳩建濾媚娼應押害者者  

実施市町村数   1．724／1，843   

実施市町村割合   H17．10        03．5Jヰ施、  
（注1）ト118．10～H19，3の市町村数（1，827市町村）はH19．3．31時点の全国市町村数である。  
（注2）H19．4～H20．3の市町村数（1，816市町村数）はH20．3．31時点の全国市町村数である。  

23  ※厚生労働省障害保健福祉部企画課自立支援振興室調べ   



参考資料6   統合補助金とは  
地方分権を推進する観点から、国が適切な目的を付した上で、箇所付けや事業内容、単価などを定めず一体的に補助  

金を配分し、市町村等が創意工夫に基づいて主休的に事業申実施方法を組み立て、補助金を弾力的に使用することがで  

きる仕組みの補助金   

第二次地方分権推進計画（平成11年3月26日間議決定）  

第2 公共幸美の在り方の見直し   
3 補助事業の見直し  
（2）統合補助金の創毀  

ア 基本法第購集第2号において、公共事業の補助事業については、   
（ア）同号に規定する個別の補助金等（以下「個別補助金」という。）を交付する事業は、国の直轄事業に関連する事業、国家  

的な事業に関連する事業、先導的な施策に係る事業、短期間に集中的に施行する必要がある事業等特に必要があるものに  
限定する。   

（イ）その他の事業に対する助成については、できる限り、個別補助金に代えて、適切な目的を付した統合的な補助金等 く以下  
「統合補助金」という。）を交付し、地方公共団体に蔵王的に施行させる。  

こととしており、この規定に基づき、r統合補助金」を創設する。  

イ この統合補助金の基本的な性格及び仕組みは、次のとおりとする。   
（ア）基本法第購乗手2号の「地方公共団体に裁i的に施行させる」ことの要件としては、r国が箇所付けをしない」ことを基  

本とする。   
（イ）具体の手業箇所一内容について地方公共団体が主体的に定められるよう、次のような基本的な仕組みとする。  

a 国が策定する公共事業に係る長期計画に対応して地方公共団体が策定する中期の事業計画等を基に、国がその年度にお  
ける地方公共団体毎の配分枠（金額等のみ。具体の事業箇所・内容は示さない。）を定める。  

b aの配分枠の範囲内で、地方公共団体が当鼓年度において実施すべき具体の事業箇所・内容等を定めた上で、補助金を  
申許する（国は、申帯に基づき、補助金を交付決定）。  

¢ 交付決定後の事業箇所・内容等の変更は、事業計画等に適合している限り、国の関与を極力要しないものとする。   
イ）のタイプの統合補助令とは別 一 lこ、 を実現するために複数の事業を一体的に かつ主体的に実施一わ  

ができるような類型の統合補助金を創毀する。  

（略）   

オ イ（ウ）のタイプの統合補助金   

くア）まちづくりに係る新たな統合補助金  
a 市町村が策定する各種補助事業に係る  一 て採択する。  、当簸市町村が行う各種事業を括し 交付は絵塩で行い、その後の幸美内容の変更について  b 内示額を確定するため、一定の積み上げは行うが   

弾力イヒする。  
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